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■ 米国特許出願 No.13/449,739 (“739出願”、出願日:2012年4月18日)

  ◆ 経緯 ：USPTO（特許審判部）が特許性を否定、CAFCに提訴。 

「量子もつれ」に関する他3出願も訴訟対象（No.11/944,631, No.13/492,830, No.11/670,996） 。 

  ◆ 発明の名称 ： 「量子もつれと物質の非局所的効果を生成するための方法と装置」 

 発明の効果 ： 量子もつれを利用して、離れた場所から薬剤の効能を患者に与える。 

※「量子もつれ」・・・異なる場所にある粒子のスピンなどの量子状態が独立に記述できないという現象。 

110: 量子もつれ生成装置 

111: 磁気コイル 

112: 音響装置 

120: 物質（麻酔薬など） 

130: （物質の）容器 

739出願 発明の概要（公報0045等より） 

1 ） ラジオ等の音響装置（112 ）が所望の出力・時間で音楽を流すと、磁気コイル（111）が光子を生成。 

2 ） 前記光子が、容器（130）内の麻酔薬（120）に存在する量子体と電子もつれを生成、 

   前記光子は次に患者（500）内部に移動し、患者（500）の体内に存在する量子体と電子もつれを生成。 

3 ） 麻酔薬（120）の効能が患者（500）に与えられる。 
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